
〔 現 行 〕 〔 見 直 し 後 〕

※サテライト型施設：
本体施設との連携を前提として、人員
配置基準や設備基準を緩和した小規模（定
員29人以下）の施設。

本体施設

老人保健施設

特別養護
老人ホーム

サテライト型施設（※）

老人保健施設
（1か所のみ）

特別養護
老人ホーム

○サテライト型施設の規制緩和
　・入所者の処遇が適切に行われることを前提に、サテライト型老人
保健施設の複数設置を認める。

　・本体施設が医療機関の場合にもサテライト型老人保健施設の設
置を認める。また、本体施設が老人保健施設・医療機関の場合に、
サテライト型特別養護老人ホーム（※）及びサテライト型特定施設
の設置を認める。

　・給付期間の限定（現行は180日）を撤廃

※本体施設の開設者が地方公共団体の場合は、サテライト型の特別養護老人ホー
ムの設置も認める。

本体施設

老人保健施設

特別養護老人ホーム

医療機関（病院・診療所）

サテライト型施設

老人保健施設・特別養護
老人ホーム（※）・特定施設

特別養護老人ホーム

老人保健施設・特別養護
老人ホーム（※）・特定施設

〔 現 行 〕

サテライト地域

密着特定施設

老人保健施設

老人保健施設

サテライト
老人保健施設

サテライト

老人保健施設

特別養護
老人ホーム

サテライト
特別養護
老人ホーム

サテライト
地域密着

特別養護老人ホーム※

※本体施設の開設者が地方公共団体等の場合は、サ
テライト型の特別養護老人ホームの設置も認める。

※本体施設が特別養護老人ホームの場合については
現行のとおり。

サテライト型施設に
・医師
・支援相談員※1

・理学療法士もしくは作業療法士※2

・栄養士
・介護支援専門員※3

を置かないことができる。
また、本体施設の管理者はサテライト型
施設の職務を兼務することができる。

・療養病床転換の場合に限り、入所者の機能訓練の機会が適切に確保されるときは、機能訓練室に
ついてサテライト型施設との共有を認める。
・地域密着型特定施設で看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1名は常勤でなければならないが、
サテライト型の地域密着特定施設については、それぞれ常勤換算法で1名以上でよい。

〔 見 直 し 後 〕

・１カ所のみ
・算定日数180日上限

サテライト地域

密着特定施設

医療機関 サテライト
老人保健施設

サテライト
地域密着

特別養護老人ホーム※

※本体施設の開設者が地方公共団体等の場合は、サ
テライト型の特別養護老人ホームの設置も認める。

サテライト型施設に
・医師
・栄養士
・介護支援専門員※3

を置かないことができる。

算定日数
180日
上限撤廃

算定日数
180日
上限撤廃

○個々の療養病床の状況に応じて、様々な運営形態でのサテライト型施設を選択できる
ようになります。

○療養病床を老人保健施設に転換した場合でも、サテライト型施設の活用により、施設
全体のベッド数を減らさずに経営規模を維持することが可能となります。

○人員・設備の相互利用により施設全体の経営の効率化が図られます。

本体施設が老人保健施設の場合 本体施設が医療機関の場合

※1　サテライト型特定施設又はサテライト型特別養護老人ホームの場合は生活相談員

※2　サテライト型特定施設又はサテライト型特別養護老人ホームの場合は機能訓練指導員

※3　サテライト型特定施設の場合は計画作成担当者

本体施設とサテライト型施設について、多様な組み合わせを可能にするとともに、人員・設備基準等について更なる

規制緩和を行います。

【平成20年5月施行予定】

本体施設が人員に関する基準を満たしている事を前提に、入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、サテ

ライト型施設における職員の配置が緩和されます。

【平成20年5月施行予定】

サテライト型施設の多様化 サテライト型施設の活用による
経営の選択肢の拡大

各支援措置について
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現　行 見直し後 （参考）

医療機関併設型小規模老人保健施設 医療機関併設型小規模老人保健施設

● 医師（併設医療機関との兼務可）
● 看護・介護職員
　3：1以上（うち看護職員2／7程度）

● 支援相談員
　常勤1以上

● 介護支援専門員
　常勤1以上

● 入所から180日の算定日数上限あり

● 医師（併設医療機関との兼務可）
● 看護・介護職員
　3：1以上（うち看護職員2／7程度）

● 支援相談員
　非常勤1以上

● 介護支援専門員
　非常勤1以上

●（算定日数上限なし）撤　廃

基準緩和

基準緩和

現行の老人保健施設
（基準の緩和措置がない場合）

【転換後】

療養病床から転換した
老人保健施設

【転換前】

病院又は診療所

病室を3階以
上の階に設け
ていない場合※

※2階の床面積＞300裃の場合 ※2階の床面積＞300裃の場合

準耐火
建築物

2階

1階

耐火
建築物 準耐火

建築物

耐火
建築物

準耐火
建築物

耐火
建築物

病室を3階以
上の階に設け
ている場合

階
　
段

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

も
し
く
は
階
段

療養室を3階以
上の階に設け
ていない場合※

2階

1階

療養室を3階
以上の階に設
けている場合

療養室が1階の
みの場合

療養室を2階
以上の階に設
けている場合

階
　
段

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

も
し
く
は
階
段

2階

1階

階
　
段

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

療養室が2階以下
の場合には病院・診
療所の基準と同様、
準耐火建築物のま
まで転換できます。

エレベーターを
増設せずに転換
できます。

小規模老人保健施設について、介護報酬の算定上限日数を撤廃し、介護支援専門員等の基準を緩和します。
【平成20年5月施行予定】

（1）介護報酬算定日数上限の緩和
　　小規模老人保健施設（サテライト型及び医療機関併設型小規模老人保健施設）における介護報酬の180日の算定日数上限を撤廃します。

（2）医療機関併設型小規模老人保健施設に係る人員基準の緩和
　　医療機関併設型小規模老人保健施設において、支援相談員及び介護支援専門員の人員配置基準（※）を緩和し、非常勤でよいこととします。
　　※ サテライト型においては、本体施設と一体的に運営しているため、必置義務はありません。

小規模老人保健施設の人員基準等の緩和 転換した老人保健施設の建物に関する
設備基準の緩和

転換した老人保健施設における
　①建物の耐火構造に係る基準
　②建物内の直通階段及びエレベーターの設置に係る基準
について、次の新築又は大規模な改修等までの間、転換前の病院又は診療所の基準と同様でよいとする経過措置を講じ
ます。
【平成20年5月施行予定】

診療所等の小規模医療機関の負担を軽減することにより、老人保健
施設への転換を促進します。
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